
＜概ね5km圏内＞
（予防的防護措置を準備する区域）：

Precautionary Action Zone
⇒ 急速に進展する事故を想定し、事故が発生したら

直ちに避難等を実施する区域

1村（東通村） 住民数：2,873人※

原子力災害対策重点区域の概要

 青森県地域防災計画では、原子力災害対策指針に示されている「原子力災害対策重点区域」として、
発電所より概ね5kmを目安とするPAZ内、発電所より概ね5～30kmを目安とするUPZ内の対象地区名
を明らかにしている。

 東通地域における原子力災害対策重点区域は、PAZ内は東通村、UPZ内は東通村、むつ市、野辺地

町、横浜町、六ケ所村の1市2町2村にまたがる。
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ひがしどおり ひがしどおりむら

よこはままち

出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）
「白地図」国土地理院（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）をもとに内閣府（原子力防災）作成

ひがしどおりむら のへじまち

ろっかしょむら

※人口：平成●年●月●日現在

【Ｐ】

六ケ所村

むつ市

野辺地町

横浜町

東通村

ＵＰＺ

5km

30km

ＰＡＺ
＜概ね5～30km圏内＞

（緊急時防護措置を準備する区域）：
Urgent Protective Action Planning Zone
⇒ 事故が拡大する可能性を踏まえ、避難や屋内退避等
を準備する区域

1市2町2村（青森県東通村、むつ市、
野辺地町、横浜町、六ヶ所村）

住民数：69,189人※

ひがしどおりむら

ひがしどおりむら

よこはままちの へ じ まち ろ っ か し ょ む ら



原子力災害対策重点区域周辺の人口分布

 PAZ内人口は2,873人、UPZ内人口は69,189人、原子力災害対策重点区域内の人口は合計で
72,062人※。

7

関係市町村名

ＰＡＺ内 ＵＰＺ内

合 計

（概ね5km圏内） （概ね5～30km圏内）

東 通 村 2,873 人 1,208 世帯 3,938 人 1,589 世帯 6,811 人 2,797 世帯

む つ 市 53,404 人 24,563 世帯 53,404 人 24,563 世帯

野辺地町 42 人 23 世帯 42 人 23 世帯

横 浜 町 4,719 人 2,114 世帯 4,719 人 2,114 世帯

六ヶ所村 7,086 人 3,335 世帯 7,086 人 3,335 世帯

合 計 2,873 人 1,208 世帯 69,189 人 31,624 世帯 72,062 人 32,832世帯

ひがし どおり むら

よこ はま まち

ろっ か しょ むら

の へ じ まち

※ 人口：平成●年●月●日現在

【Ｐ】



昼間流入人口（就労者等）の状況

 平成22年国勢調査によると、東通村全体での他市町村からの昼間流入人口は、約1,000名／日。
 また、平成26年経済ｾﾝｻｽによると､東北電力関連企業を中心に127事業所、約1,130人がPAZ内

にて就労。
 就労者の多くは､自家用車又は民間企業が所有するﾊﾞｽを通勤手段としている。

県内他市町村からの
流入人口

県内他市町村への
流出人口

差引増△減

東 通 村 1,016人 1,025人 △ 9人

PAZ内対象地区 事業所数 従業員数

小田野沢 48 386人

白 糠 79 747人

合 計 127 1,133人

8

※平成22年国勢調査従業地・通学地集計 従業地・通学地による人口・産業等集計（総務省統計局）

※1 平成26年経済ｾﾝｻｽ－基礎調査 町丁・大字別集計（総務省統計局）
※2 老部（おいっぺ）地区を含む

ひがし どおり むら

お だ の さわ

しら ぬか

ひがしどおりむら

※2



3．緊急事態における対応体制
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（※4） 事態の規模、時間的な推移に応じてUPZ内においても段階的に予防的防護措置を実施する場合あり。

PAZ内
～5km

UPZ内
5km～30km

（※4）

施設敷地緊急事態
EAL（SE）

例）全交流電源喪失

警戒事態
EAL（AL）

例）大地震（立地道府県で
震度6弱以上）

全面緊急事態
EAL（GE）

例）冷却機能喪失

施設敷地緊急事態要避難者（※3）の
避難・屋内退避の準備開始

施設敷地緊急事態要避難者（※3）の
避難開始・屋内退避

住民の避難準備開始

安定ﾖｳ素剤の服用準備

住民の避難開始

安定ﾖｳ素剤の服用

屋内退避の準備 屋内退避

原子力災害対策指針が定める緊急時の防護措置（緊急時活動ﾚﾍﾞﾙ：EAL （※1））

 緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出前から、必要に応じた防護措置を講じる
こととしている。

 具体的には、原子力施設の状況に応じて、緊急事態を3つに区分。
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UPZ外
30km～

（※5）

（※2）
（※2） （※2）

（※3） 避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まらない要配慮者（災害対策基本法第8条
第2項第15号に定める要配慮者をいう。）、安定ﾖｳ素剤の服用が不適切な者等のうち、施設敷地緊急事態において早期の
避難等の防護措置の実施が必要な者。

（※1） EAL（Emergency Action Level)：緊急時活動ﾚﾍﾞﾙ
避難や屋内退避等の防護措置を実施するために、原子力施設の状況に応じて対策するように、事前に定めた判断基準

（※2） （AL）＝Alert （SE）＝Site area Emergency （GE）＝General Emergency

（※5） UPZ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う場合がある。このため、全面緊急事態に至った時点で、必要に

応じて住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。




